
平成３０年４月６日

青森県教育委員会第８３１回定例会
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議案第１号 

青森県文化財保護審議会委員の人事について 

 青森県文化財保護審議会委員の人事を次のとおり行う。 

 

石川 善朗 

山田 泰子 

福井 敏隆 

藤田 俊雄 

外崎 純一 

山田 嚴子 

工藤 竹久 

兵藤 勝幸 

佐原 雄二 

山岸 洋貴 

柴田眞理子 

青森県文化財保護審議会委員を委嘱する 

岡田 俊治 

斎藤 政人 

青森県文化財保護審議会委員を任命する 

任期は平成３０年４月９日から平成３２年４月８日までとする 

 平成３０年４月６日 

青森県教育委員会 
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［その他］

平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果公表に関する

県教育委員会の方針について

１ 結果公表についての文部科学省の方針

（１）平成１９年度（調査開始）～平成２５年度

・各都道府県の調査結果のみを公表してきた。

・都道府県教育委員会が、市町村や学校の調査結果を公表することを禁

じてきた。

（２）平成２６年度～２９年度

・平成２６年度から、以下のことを可能とした。

①都道府県教育委員会が、市町村教育委員会の同意を得た場合は、同意

した市町村名やその設置管理する学校名が明らかとなる調査結果を公

表すること。

②市町村教育委員会が、当該市町村における公立学校全体の結果及び自

らが設置管理する学校の状況について、それぞれの判断において公表

すること。

③学校が、自校の結果について、それぞれの判断において公表すること。

（３）平成３０年度

・平成２９年度と同様。

２ 結果公表に係る市町村の状況（アンケート結果より）

（１）平成３０年度に県が市町村の結果を公表することに係る市町村の意向

年度 同意する 同意しない 検討中

３０ ３市町村 ３４市町村 ３市町村

（２）平成３０年度に県が各学校の結果を公表することに係る市町村の意向

年度 同意する 同意しない 検討中

３０ ０ ３８市町村 ２町村
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３ 平成３０年度の県教育委員会の方針

（１）県教育委員会は、県全体の正答率等を、分析や対策を付して公表する。

〈内容〉

・県全体の正答率等を分析し、今後の対策を付した資料を県教育委員会

が作成し、域内の市町村教育委員会等に配付するとともに、青森県教

育委員会のホームページで当該資料を１２月初旬に公開する。

（２）県教育委員会は、市町村名や当該市町村が設置管理する学校名を明ら

かにする結果公表については行わない。

〈理由〉

・上記アンケートの結果から、「県が市町村の結果を公表することにつ

いて同意しない」が３４市町村、「県が各学校の結果を公表すること

について同意しない」が３８市町村である。

（３）その他

・市町村教育委員会教育長会議や義務教育教科等担当指導主事研究協議

会において、県内の公表の実態を情報提供し、調査の趣旨及び実施要

領の示す配慮事項を踏まえた結果の公表に積極的に取り組むよう促

す。

-3-



 

［その他］ 

青森県立学校における学校運営協議会を設置する学校に 

ついて 
 

１ 経緯 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、学校運営協

議会（いわゆるコミュニティ・スクール）の設置が努力義務化された

ことを踏まえ、同法第４７条の６の規定に基づき、平成３０年２月２

２日の臨時会において「青森県立学校における学校運営協議会の設置

等に関する規則」を定めた。                     

当該規則第３条第２項では、協議会を置こうとするときは、地域住

民、保護者及び校長の意見を聴くものとしている。 

 

２ 森田養護学校からの意見 

 西北地区唯一の特別支援学校として、センター的機能を発揮し、保

育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校における特別支援教育の充

実に努めている。 
 平成２９年度で創立５０周年を迎え、共生社会の実現に向けた教育

活動と児童生徒の障害理解の更なる推進を図るため、学校運営協議会

の設置について地域住民及び保護者からの同意が得られたことから、

本学への学校運営協議会の設置に同意するものである。 

 

３ 学校運営協議会を置く県立学校 

（１）学校名 青森県立森田養護学校 

（２）設置時期 平成３０年４月１日 

 
 

-4-



［その他］

青森県公立学校教員採用候補者選考試験における改善事項

について

１ 英検等の資格を有する者に対する専門教科試験の免除

（１） 改善の趣旨

文部科学省では、グローバル化に対応した教育環境づくりにあ

たり、小・中・高等学校を通じた英語教育改革実施計画を策定し

ており、その中で、中学校では授業を基本的に英語で行うこと、

高等学校では発表、討論、交渉等の高度な言語活動を行うことが

可能となるよう、教員の指導力・英語力の向上を図ることとして

いる。

このことから、本県においても、中学校及び高等学校等におけ

る英語教員の指導力・英語力向上を促進するための取組として、

英検等の資格を有する者に対して、第一次試験の専門教科試験を

免除するものである。

（２） 専門教科試験の免除対象者

※ 資格については、出願時に取得しているものを有効とする。

（３） 実施年度

平成３２年度（平成３１年度実施）教員採用候補者選考試験よ

り実施する。

７３０点以上
中学校及び特別支援学校中学部
英語受験者

２１３点以上 ８０点以上

高等学校及び特別支援学校高等
部英語受験者

１級 ８６０点以上 ６００点以上 ２５０点以上 １００点以上

実用英語技能
検定試験

ＴＯＥＩＣ

資格名（いずれかの資格を有する者を対象とする）

５５０点以上

ＴＯＥＦＬ ＰＢＴ ＴＯＥＦＬ ＣＢＴ ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ
専門教科試験免除対象者

準１級以上
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２ 複数免許状等を有する受験者に対する専門教科試験における加点対

象の拡充

（１） 改善の趣旨

小・中学校では、特別支援学級在籍児童生徒数及び通級指導対

象児童生徒数が増加しており、また、高等学校では平成３０年度

から通級による指導を開始するなど、特別な教育的ニーズのある

児童生徒への指導を充実させるため、教員の特別支援教育に係る

専門性の向上が求められている。

このことから、特別支援教育に関する専門的知識を有する人材

を確保するため、小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭受験

者で、特別支援学校教諭普通免許状（領域は問わない）を共に有

する場合、第一次試験の専門教科試験の得点に加点する。

（２） 拡充となる加点対象の校種・教科及び資格要件

平成３２年度（平成３１年度実施）教員採用候補者選考試験か

ら実施予定の「複数免許状等を有する受験者に対する専門教科試

験への加点制度」に追加して、以下のとおり加点対象を拡充する。

※ 加点の上限については変更なし

○ 小学校及び特別支援学校小学部受験者：１５点

○ 中学校及び高等学校受験者 ： ５点

（特別支援学校中学部及び高等部を含む）

（３） 実施年度

新たに加点対象となる資格要件については、平成３３年度

（平成３２年度実施）教員採用候補者選考試験より適用とする。

追
加

4
小学校教諭、中学校教諭、高等学校教

諭、特別支援学校教諭受験者

司書教諭の資格を共に有する者又は取得する見

込みの者

（小）
10点

（中・高）
3点

5
小学校教諭、中学校教諭、高等学校教

諭受験者

特別支援学校教諭普通免許状を共に有する者又

は取得する見込みの者

（小）
15点

（中・高）
5点

平成３３年度
（３２年度実施）

採用試験
より適用

3
高等学校教諭受験者

高等学校教諭「情報」の普通免許状を共に有する

者又は取得する見込みの者
5点

高等学校教諭「国語」受験者
高等学校教諭「書道」の普通免許状を共に有する
者又は取得する見込みの者

平成３２年度
（３１年度実施）

採用試験
より適用

1
小学校教諭及び特別支援学校小学部教
諭受験者

中学校教諭又は高等学校教諭の「数学」 「理科」
「英語」のいずれかの普通免許状を共に有する者

又は取得する見込みの者

15点

2
中学校教諭及び特別支援学校中学部教

諭の「音楽」 「美術」 「保健体育」 「技術」
「家庭」の受験者

中学校教諭の複数教科の普通免許状を共に有す

る者又は取得する見込みの者
5点

番号 対象となる校種・教科 資格要件
加点
内容

適用年度
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参 考 資 料

第８３１回定例会（平成３０年４月）

●議案第１号

青森県文化財保護審議会委員の人事について P１～２
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議案第１号関係
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青森県文化財保護審議会 関係法令（抜粋） 

 
 
 文化財保護法（昭和２５年５月３０日法律第２１４号） 

 
（地方文化財保護審議会） 
第１８９条 都道府県及び市町村の教育委員会に、条例の定めるところにより、地方

文化財保護審議会を置くことができる。 
２ 地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文

化財の保存活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関し

て当該都道県教育委員会又は市町村の教育委員会に県議する。 
３ 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 
 
 
 青森県文化財保護審議会条例（昭和５０年１２月２２日青森県条例第４４号） 

 
（設置） 
第１条 文化財保護法第１８９条第１項の規定に基づき、青森県教育委員会（以下「教

育委員会」という。）に青森県文化財保護審議会（以下「審議会」という。）を置く。 
（組織） 
第２条 審議会は、１５人以内の委員で組織する。 
（委嘱及び任命） 
第３条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員及び県の職員

のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 
（任期等） 
第４条 委員の任期は、２年とする。だたし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 
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